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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第28期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第27期

会計期間

自平成20年
４月１日
至平成20年
６月30日

自平成19年
４月１日
至平成20年
３月31日

売上高（千円） 2,465,993 14,573,748

経常損益（千円） △1,480,713 △4,167,019

四半期（当期）純損益（千円） △1,615,465 △4,752,311

純資産額（千円） 10,417,147 11,670,541

総資産額（千円） 18,114,672 21,466,958

１株当たり純資産額（円） 287.86 336.75

１株当たり四半期（当期）純損益

金額（円）
△45.47 △143.29

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
－ －

自己資本比率（％） 57.2 54.0

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
337,738 △2,670,067

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△314,264 △1,023,874

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△1,146,524 910,187

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
3,517,847 4,632,165

従業員数（人）
954

(188)

959

(220)

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、１株当たり四半期（当期）純損失が計上され

ているため、記載しておりません。　

３．従業員数の欄に臨時雇用者数の平均人員を（　）内に外数で記載しております。　
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２【事業の内容】

　当第１四半期連結会計期間において、当社グループが営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、重要

な関係会社に異動はありません。

　

３【関係会社の状況】

当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。　

　

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

　 平成20年６月30日現在

従業員数（人） 954 (188)

　（注）１．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数（契約社員、人材会社からの派遣社員、パート・アルバイトを含

む。）は（　）内に当第１四半期連結会計期間の平均人員を外数で記載しております。

　

(2）提出会社の状況

　 平成20年６月30日現在

従業員数（人） 752 (217)

　（注）　従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数（契約社員、人材会社からの派遣社員、パート・アルバイトを含む。）

は（　）内に当第１四半期会計期間の平均人員を外数で記載しております。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

(1）生産実績

　当第１四半期連結会計期間における生産実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

事業の部門別の名称 金額（千円）

ビジネス＆パーソナル関連事業 684,098

ビジネスシステム事業等 101,733

合計 785,831

　（注）１．金額は販売価格によっております。

２．上記の金額に消費税等は含まれておりません。

(2）受注状況

　当社グループは、主にパッケージソフトウェアの販売を行っており、受託開発の割合が僅少であるため記載を省略

しております。

(3）販売実績

　当第１四半期連結会計期間における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

事業の部門別の名称 金額（千円）

ビジネス＆パーソナル関連事業 2,127,265

ビジネスシステム事業等 338,727

合計 2,465,993

　（注）１．上記の金額に消費税等は含まれておりません。

２．主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。

相手先

当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

金額（千円） 割合（％）

ソフトバンクＢＢ㈱ 797,347 32.3

　（注）　上記の金額に消費税等は含まれておりません。
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２【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。　

　

３【財政状態及び経営成績の分析】

(1) 業績の状況

　当第１四半期連結会計期間の我が国の経済環境は、素材・原油価格の高騰や米国の景気減速の長期化が顕著に

なってきたことの影響から、国内経済についても景気の先行きへの警戒感から設備投資や個人消費に足踏み感が

見られております。

　その中で、当第１四半期において当社グループでは、「xfy」の早期売上増加に繋げるための営業活動と、法人や

文教向け市場の開拓によって、確実な売上高の確保を図るとともに経費抑制による損益の改善に取り組んでまい

りました。

　当第１四半期連結会計期間の売上高は、デスクトップ事業では「ホームページ・ビルダー」「Kaspersky」の他

社ブランドの寄与や、「ATOK」が前年同期を上回る実績をあげたことから前年同期比で３億86百万円増加しま

した。ライセンス関連事業も文教関連やATOK関連製品が前年同期を上回り前年同期比で１億80百万円増加しま

した。一方、xfy事業につきましては前年同期並みの13百万円となりました。JustSystems Canada Inc.における

XMetaL事業の売上高は、円貨換算で前年同四半期並みの１億45百万円となりました（前年同四半期は決算期変更

により４ヶ月間）。

　以上のことから当社グループの当第１四半期連結会計期間の売上高は、前年同期比６億17百万円増の24億65百

万円という結果となりました。

　損益面につきましては、支払いロイヤリティなど売上原価の増加がありましたが、売上高増加に加え、販売費及

び一般管理費が前年同期比で４億39百万円減少したことから、営業損益は14億67百万円の損失と前年同期に比べ

９億８百万円改善、経常損益は14億80百万円の損失と前年同期に比べ８億19百万円改善しました。当四半期純損

益につきましては、事業構造見直しに伴う費用１億17百万円を特別損失に計上したことから、前年同期比６億79

百万円改善の16億15百万円の損失となりました。　

(2) 財政状態の分析

　当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ33億52百万円減少いたしました。これは主に

借入金の返済により現金及び預金が11億14百万円、売掛債権の回収により受取手形及び売掛金が20億74百万円減

少したことによるものです。負債につきましては、前連結会計年度末に比べて20億98百万円減少いたしました。こ

れは未払金が５億63百万円、短期借入金が22億16百万円減少したことなどによるものです。純資産の部につきま

しては、四半期純損失を16億15百万円計上したことなどにより、12億53百万円減少いたしました。

(3) キャッシュ・フローの状況

　当第１四半期連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は35億17百

万円と、前連結会計年度末に比べて11億14百万円減少しました。

　営業活動により獲得した資金は、３億37百万円となりました。これは、税金等調整前四半期純損失を15億99百万

円計上しましたが、売掛債権の回収が21億８百万円あったことによるものです。

　投資活動により使用した資金は、３億14百万円となりました。これは主にソフトウェアや固定資産の取得による

支出によるものです。

　財務活動により使用した資金は、11億46百万円となりました。これは、短期借入金が23億70百万円減少しました

が、長期借入金が８億25百万円増加したこと、新株予約権の行使による払い込みが３億98百万円あったことによ

るものであります。

　

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

　　当第１四半期連結会計期間において新たに発生した事業上及び財務上の対処すべき課題は、次のとおりでありま

す。

　当社グループは前連結会計年度において、xfy事業の先行投資等により３期連続の営業損失となり、その結果、シ

ンジケートローン及びりそな銀行との借入契約の財務制限条項に抵触する事実が発生し、継続企業の前提に関す

る重要な疑義が存在しております。　

　そのため、当社ではこれまでのxfy事業や海外子会社の業況を鑑みて売上計画を保守的に減額し、あわせて当連結

会計年度の経常利益確保に向けて大幅な経費削減を中心とした施策を行うことといたしました。

　一方、財務面におきましては資産の有効活用の一環として保有有価証券の売却を進めるとともにコスト削減に

よる営業キャッシュ・フローの改善によって自己資金の確保に努めてまいります。
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　また、取引金融機関と期限の利益の喪失の猶予を了承いただくよう交渉することで借入契約の継続を早期に実

現するよう進めてまいります。

　上記のような経営改善計画を確実に実行し業績を回復することで、当該疑義の早期解消に努めてまいりたいと

考えております。

　

(5) 研究開発活動

　当第１四半期連結会計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、６億43百万円であります。

なお、当第１四半期連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。　

　

(2）設備の新設、除却等の計画

　当第１四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 66,163,200

計 66,163,200

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成20年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成20年８月14日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 35,990,500 35,990,500
ジャスダック

証券取引所
－

計 35,990,500 35,990,500 － －

　（注）　「提出日現在発行数」には、平成20年８月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行

された株式数は含まれておりません。

（２）【新株予約権等の状況】

旧商法の規定に基づく新株引受権（ストックオプション）に関する事項は、次のとおりであります。。

（平成13年６月28日定時株主総会決議）

 
第１四半期会計期間末現在
（平成20年６月30日）

新株予約権の数（個） －

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（注）１　（株） 82,400

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1,010

新株予約権の行使期間
平成15年９月１日から

平成20年８月29日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　1,010

資本組入額　　505

新株予約権の行使の条件 （注）２

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）２

代用払込みにする事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）３、４

　（注）１．新株予約権の目的となる株式の数は、定時株主総会決議における新株発行予定数から、行使により発行した株

式のほか、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約権の目的となる株式の数を減じております。

２．新株予約権の行使の条件及び新株予約権の譲渡に関する事項については、以下のとおりであります。

(1) 権利を付与された者は、以下の区分に従って、付与された権利の一部又は全部を行使することができます。な

お、行使可能な株式数が１単元（100株）の株式数の整数倍でない場合は、１単元の株式数に満たない株式

数については行使を認めないものとします。

・平成15年９月１日から平成16年８月31日までは、権利を付与された株式数の３分の１について権利を行

使することができます。
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・平成16年９月１日から平成17年８月31日までは、権利を付与された株式数の３分の２について権利を行

使することができます。

・平成17年９月１日から平成20年８月29日までは、権利を付与された株式数の全てについて権利を行使す

ることができます。

(2) 権利行使開始日より前に退任・退職した場合は、自己都合・会社都合を問わず権利は喪失するものとしま

す。

(3) 権利行使開始日以降に退任・退職した場合には、退任・退職時において(1)の権利行使が認められる株式数

についてのみ、退職後３ヶ月に限り権利を行使できるものとします。

(4) 権利行使開始日より前に死亡した場合には、権利は喪失するものとします。

(5) 権利行使開始日以降に死亡した場合には、死亡時において(1)の権利行使が認められる株式数についてのみ

相続を認めるものとし、相続人は死亡後１年以内に限り権利を行使できるものとします。

(6) 権利の譲渡及び質入れは認めないものとします。

(7) その他については、平成13年６月28日の定時株主総会決議及び同定時株主総会後に開催の取締役会決議に基

づき、当社と対象取締役及び従業員との間で締結する新株引受権付与契約に定めるところによります。

３．権利付与日以降株式の分割または併合が行われる場合、未行使の新株予約権の目的たる株式の数は分割また

は併合の比率に応じ比例的に調整されるものとします。

４．権利付与日以降時価を下回る価額による新株の発行（旧商法第280条ノ19の規定に基づく新株予約権の行使

の場合を除く。）が行われる場合は、次の算式により発行価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は

切り上げるものとします。

　 　 　 　
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後発行価額＝ 調整前発行価額×
新規発行前の株価

既発行株式数＋新規発行による増加株式数

また、権利付与日以降株式の分割または併合が行われる場合、発行価額は分割または併合の比率に応じ比例

的に調整されるものとし、調整の結果生じる１円未満の端数は切り上げるものとします。

旧商法の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

（平成15年６月27日定時株主総会決議）

 
第１四半期会計期間末現在
（平成20年６月30日）

新株予約権の数（注）１　（個） 4,208

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（注）１　（株） 420,800

新株予約権の行使時の払込金額（円） 389

新株予約権の行使期間
平成17年９月１日から

平成22年８月31日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　389

資本組入額　　195

新株予約権の行使の条件 （注）２

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）２

代用払込みにする事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）３、４

　（注）１．新株予約権の目的となる株式の数は、定時株主総会決議における新株発行予定数から、行使により発行した株

式のほか、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約権の目的となる株式の数を減じております。

２．新株予約権の行使の条件及び新株予約権の譲渡に関する事項については、以下のとおりであります。

(1) 新株予約権の割当てを受けた者（以下「新株予約権者」という）の内、割当を受けた新株予約権の数が16個

未満である者は、以下の区分に従って、割り当てられた新株予約権の一部又は全部を行使することができ

ます。なお、行使可能な新株予約権の個数が1個に満たない場合は、当該新株予約権について権利行使を認

めないものとします。
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・平成17年９月１日（同日を含む）から平成18年８月31日（同日を含む）までは、割り当てられた新株予

約権の個数の３分の１について権利を行使することができます。

・平成18年９月１日（同日を含む）から平成19年８月31日（同日を含む）までは、割り当てられた新株予

約権の個数の３分の２（既行使分を含む）について権利を行使することができます。

・平成19年９月３日（同日を含む）から平成22年８月31日（同日を含む）までは、割り当てられた新株予

約権の全てについて権利を行使することができます。

(2) 新株予約権者の内、割当を受けた新株予約権の数が16個以上である者は、以下の区分に従って、割り当てられ

た新株予約権の一部又は全部を行使することができます。なお、行使可能な予約権の個数が1個に満たない

場合は、当該新株予約権について権利行使を認めないものとします。

・平成17年９月１日（同日を含む）から平成18年８月31日（同日を含む）までは、割り当てられた新株予

約権の個数の５分の１について権利を行使することができます。

・平成18年９月１日（同日を含む）から平成19年８月31日（同日を含む）までは、割り当てられた新株予

約権の個数の５分の２（既行使分を含む）について権利を行使することができます。

・平成19年９月３日（同日を含む）から平成20年８月29日（同日を含む）までは、割り当てられた新株予

約権の個数の５分の３（既行使分を含む）について権利を行使することができます。

・平成20年９月１日（同日を含む）から平成21年８月31日（同日を含む）までは、割り当てられた新株予

約権の個数の５分の４（既行使分を含む）について権利を行使することができます。

・平成21年９月１日（同日を含む）から平成22年８月31日（同日を含む）までは、割り当てられた新株予

約権の全てについて権利を行使することができます。

(3）新株予約権者が当社の取締役または従業員である場合は、権利行使の時点における当社個人業績評価制度

における評価が標準以上である場合に限り、新株予約権を行使することができます。

(4）新株予約権者が新株予約権行使開始日より前に、当社の取締役もしくは従業員または当社関係会社の取締

役の地位を失った場合は、自己都合・会社都合を問わず権利を喪失するものとします。

(5）新株予約権者が、新株予約権行使開始日以降に当社の取締役もしくは従業員または当社関係会社の取締役

の地位を失った場合は、かかる地位の喪失時において本２項各号の条件に従って権利行使が認められる個

数についてのみ、退職後３ヶ月に限り権利を行使できるものとします。

(6）新株予約権者が新株予約権行使開始日より前に死亡した場合には、権利を喪失するものとします。

(7）新株予約権者が新株予約権行使開始日以降に死亡した場合には、死亡時において本２項各号の条件に従っ

て権利行使が認められる個数についてのみ相続を認めるものとし、相続人は新株予約権者の死亡後１年以

内に限り権利を行使できるものとします。

(8) 新株予約権の権利の譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとします。

(9）その他については、平成15年６月27日の定時株主総会決議及び同総会後に開催の取締役会決議に基づき、当

社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによります。

３．当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。

ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数に

ついてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

４．新株予約権の行使の際に払込みをすべき１株当たりの金額（以下、「払込価額」という。）は、新株予約権を

発行する日の属する月の前月の各日（取引が成立しない日は除く。）の株式会社ジャスダック証券取引所が

公表する当社普通株式の最終価格（以下、「最終価格」という。）の平均値に1.05を乗じた金額とし、１円未

満の端数は切り上げるものとします。ただし、当該金額が新株予約権の発行日の最終価格（取引が成立しな

い場合はそれに先立つ直近日の最終価格）を下回る場合は、かかる最終価格とします。

　なお、新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次

の算式により払込価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものとします。

調整後払込価額＝調整前払込価額×
１

分割・併合の比率

　また、時価を下回る価額による新株の発行（旧商法第280条ノ19に基づく新株引受権並びに平成13年改正旧

商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権の行使の場合を含まない。）または自己株式を

処分するときは、次の算式により払込価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものと

します。
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（平成17年６月23日定時株主総会決議）

①平成17年９月28日取締役会付与決議

 
第１四半期会計期間末現在
（平成20年６月30日）

新株予約権の数（注）１　（個） 2,570

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新新株予約権の目的となる株式の数（注）１　（株） 257,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 827

新株予約権の行使期間
平成19年９月３日から

平成24年８月31日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　827

資本組入額　　414

新株予約権の行使の条件 （注）２

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）２

代用払込みにする事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）３、４

②平成18年３月28日取締役会付与決議

 
第１四半期会計期間末現在
（平成20年６月30日）

新株予約権の数（注）１　（個） 345

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新新株予約権の目的となる株式の数（注）１　（株） 34,500

新株予約権の行使時の払込金額（円） 2,715

新株予約権の行使期間
平成19年９月３日から

平成24年８月31日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　2,715

資本組入額　1,358

新株予約権の行使の条件 （注）２

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）２

代用払込みにする事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）３、４

　（注）１．新株予約権の目的となる株式の数は、定時株主総会決議における新株発行予定数から、退職等の理由により権

利を喪失した者の新株予約権の目的となる株式の数を減じております。

２．新株予約権の行使の条件及び新株予約権の譲渡に関する事項については、以下のとおりであります。

(1) 新株予約権の割当てを受けた者（以下「新株予約権者」という）の内、割当を受けた新株予約権の数が16個

未満である者は、以下の区分に従って、割り当てられた新株予約権の一部又は全部を行使することができ

ます。なお、行使可能な新株予約権の個数が1個に満たない場合は、当該新株予約権について権利行使を認

めないものとします。

・平成19年９月３日（同日を含む）から平成20年８月29日（同日を含む）までは、割り当てられた新株予

約権の個数の３分の１について権利を行使することができます。
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・平成20年９月１日（同日を含む）から平成21年８月31日（同日を含む）までは、割り当てられた新株予

約権の個数の３分の２（既行使分を含む）について権利を行使することができます。

・平成21年９月１日（同日を含む）から平成24年８月31日（同日を含む）までは、割り当てられた新株予

約権の全てについて権利を行使することができます。

(2) 新株予約権者の内、割当を受けた新株予約権の数が16個以上である者は、以下の区分に従って、割り当てられ

た新株予約権の一部又は全部を行使することができます。なお、行使可能な予約権の個数が1個に満たない

場合は、当該新株予約権について権利行使を認めないものとします。

・平成19年９月３日（同日を含む）から平成20年８月29日（同日を含む）までは、割り当てられた新株予

約権の個数の５分の１について権利を行使することができます。

・平成20年９月１日（同日を含む）から平成21年８月31日（同日を含む）までは、割り当てられた新株予

約権の個数の５分の２（既行使分を含む）について権利を行使することができます。

・平成21年９月１日（同日を含む）から平成22年８月31日（同日を含む）までは、割り当てられた新株予

約権の個数の５分の３（既行使分を含む）について権利を行使することができます。

・平成22年９月１日（同日を含む）から平成23年８月31日（同日を含む）までは、割り当てられた新株予

約権の個数の５分の４（既行使分を含む）について権利を行使することができます。

・平成23年９月１日（同日を含む）から平成24年８月31日（同日を含む）までは、割り当てられた新株予

約権の全てについて権利を行使することができます。

(3）新株予約権者が当社の取締役または従業員である場合は、権利行使の時点における当社個人業績評価制度

における評価が標準以上である場合に限り、新株予約権を行使することができます。

(4）新株予約権者が新株予約権行使開始日より前に、当社の取締役もしくは従業員または当社関係会社の取締

役の地位を失った場合は、自己都合・会社都合を問わず権利を喪失するものとします。

(5）新株予約権者が、新株予約権行使開始日以降に当社の取締役もしくは従業員または当社関係会社の取締役

の地位を失った場合は、かかる地位の喪失時において本２項各号の条件に従って権利行使が認められる個

数についてのみ、退職後３ヶ月に限り権利を行使できるものとします。

(6）新株予約権者が新株予約権行使開始日より前に死亡した場合には、権利を喪失するものとします。

(7）新株予約権者が新株予約権行使開始日以降に死亡した場合には、死亡時において本２項各号の条件に従っ

て権利行使が認められる個数についてのみ相続を認めるものとし、相続人は新株予約権者の死亡後１年以

内に限り権利を行使できるものとします。

(8) 新株予約権の権利の譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとします。

(9）その他については、平成17年６月23日の定時株主総会決議及び同総会後に開催の取締役会決議に基づき、当

社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによります。

３．当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。

ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数に

ついてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

４．新株予約権の行使の際に払込みをすべき１株当たりの金額（以下、「払込価額」という。）は、新株予約権を

発行する日の属する月の前月の各日（取引が成立しない日は除く。）の株式会社ジャスダック証券取引所が

公表する当社普通株式の最終価格（以下、「最終価格」という。）の平均値に1.05を乗じた金額とし、１円未

満の端数は切り上げるものとします。ただし、当該金額が新株予約権の発行日の最終価格（取引が成立しな

い場合はそれに先立つ直近日の最終価格）を下回る場合は、かかる最終価格とします。

　なお、新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次

の算式により払込価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものとします。

調整後払込価額＝調整前払込価額×
１

分割・併合の比率

　また、新株予約権を発行する日の後に時価を下回る価額で新株の発行（新株予約権の行使の場合を除く。）

または自己株式を処分するときは、次の算式により払込価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は

切り上げるものとします。

　 　 　 　
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後払込価額＝ 調整前払込価額×
新規発行前の１株当たりの時価

既発行株式数＋新規発行株式数

　なお、上記株式数において「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総

数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」

に、「新規発行前」を「自己株式処分前」に、「１株当たり払込金額」を「１株当たり処分金額」に、それぞ

れ読み替えるものとします。

　また、新株予約権発行日後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他

これらに準じる場合であって、払込価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、払込価額は適切に調
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整されるものとします。

　

会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

（平成19年12月12日取締役会決議）

 
第１四半期会計期間末現在
（平成20年６月30日）

新株予約権の数（個） 310

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新新株予約権の目的となる株式の数（株） 1,240,000

新株予約権の行使時の払込金額（注）１、２（円） 608.3

新株予約権の行使期間
平成19年12月28日から

平成21年12月28日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　608.3

資本組入額　305

新株予約権の行使の条件 本新株予約権の一部行使はできないものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 当社取締役会の承認を要する。

代用払込みにする事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）３

（注）１．行使価額の修正

平成19年12月28日以降、行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日（以下「修正日」という。）

の前日まで（当日を含む。）の３連続取引日（但し、終値のない日は除く。）の株式会社ジャスダック証券

取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値の90％に相当する金額の１円未満の端数を切り上

げた金額（以下「修正日価額」という。）が、当該修正日の直前に有効な行使価額を１円以上上回る場合又

は下回る場合には、行使価額は、当該修正日以降、当該修正日価額に修正される。但し、修正日にかかる修正

後の行使価額が下限行使価額（以下に定義する。）を下回ることとなる場合には行使価額は下限行使価額

とする。上記３連続取引日の間に本欄第２項に基づく調整の原因となる事由が発生した場合には、当該３連

続取引日の株式会社ジャスダック証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値は当該事由を勘案し

て調整されるものとする。「下限行使価額」は当初、別記「割当日」欄に定める割当日の株式会社ジャス

ダック証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値（同日に終値がない場合には、その直前の終

値）の50％に相当する金額の１円未満の端数を切り上げた金額とする。下限行使価額は、本欄第２項の規定

を準用して調整される。

本新株予約権のいずれかの行使にあたって上記修正が行われる場合には、当社は、かかる行使の際に、当該

本新株予約権者に対し、修正後の行使価額を通知する。

２．行使価額の調整

(1)当社は、当社が本新株予約権の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる

場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式（以下「行使価額調整式」という。）をもっ

て行使価額を調整する。

　 　 　 　
既発行普通株式数＋

新発行・処分株式数×１株当たりの発行・処分価額

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
時価

既発行普通株式数＋新発行・処分株式数

(2)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後の行使価額の適用時期については、次に定める

ところによる。

①本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有す

る当社普通株式を処分する場合（無償割当てによる場合を含む。但し、新株予約権（新株予約権付社債に

付されたものを含む。）の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付

を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により

当社普通株式を交付する場合を除く。）

調整後の行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場

合はその効力発生日とする。）以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与

えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

②株式の分割により普通株式を発行する場合
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調整後の行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。　

③本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付

株式又は本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予

約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）を発行又は付与する場合

調整後の行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行

使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日（新株予約権の場合は割

当日)以降又は（無償割当ての場合は）効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利

を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。

④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）

の取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合

調整後の行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

⑤本号①乃至③の場合において、基準日が設定され、且つ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役

会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①乃至③にかかわらず、調整後の行使価額は、

当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認が

あった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通

株式を交付する。但し、株券の交付については、当社は、行使請求の効力発生後速やかに株券を交付する。

株式数 ＝
（調整前行使価額－調整後行使価額）×調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数

調整後行使価額

　この場合、１株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。　

(3)行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が１円未満にとどまる場

合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整

する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を

使用する。　

(4)①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入する。

②行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額が初めて適用される日に先立つ45取引日目に始まる

30取引日の株式会社ジャスダック証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値（終値の

ない日数を除く。）とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨

五入する。　

③行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合

はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後の行使価額を初めて適用する日の１ヶ月前の日におけ

る当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。

また、本項第(2)号⑤の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社

が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。

(5)本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者と協

議のうえ、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。　

①株式の併合、資本の減少、会社分割、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。

②その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とす

るとき。

③行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出にあた

り使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
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(6)本項第(2)号の規定にかかわらず、本項第(2)号に基づく調整後の行使価額を初めて適用する日が本欄第２項に

基づく行使価額の修正日と一致する場合には、本項第(2)号に基づく行使価額の調整は行わないものとする。

但し、この場合も、下限行使価額については、かかる調整を行うものとする。

(7)行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後の行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対

し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額及びその適用開始日その他必

要な事項を書面で通知する。但し、本項第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行

うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。また、本項第(6)号の規定が適用される場

合には、かかる通知は下限行使価額の調整についてのみ行う。

３．自己新株予約権の取得及び消却　

(1)当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の払込期日の翌日以降、

(i)本新株予約権証券が発行されていない場合には、会社法第273条及び第274条の規定に従って通知をし、(ii)

本新株予約権証券が発行されている場合には、会社法第273条、第274条及び第293条の規定に従って公告及び

通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権１個当り20,600円の価額で、本新株予約権

者（当社を除く。）の保有する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。一部取得をする場合

には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。　

(2)当社は、当社が株式交換又は株式移転により他の会社の完全子会社となることを当社の株主総会で承認決議

した場合は、(i)本新株予約権証券が発行されていない場合には、会社法第273条の規定に従って通知をし、(ii)

本新株予約権証券が発行されている場合には、会社法第273条、第274条及び第293条の規定に従って公告及び

通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権１個当り20,600円の価額で、本新株予約権

者（当社を除く。）の保有する本新株予約権の全部を取得する。　

（平成19年６月26日定時株主総会決議）

（平成20年２月29日取締役会決議）

 
第１四半期会計期間末現在
（平成20年６月30日）

新株予約権の数（注）１　（個） 100

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新新株予約権の目的となる株式の数（注）１　（株） 10,000

新株予約権の行使時の払込金額（注）２　（円） 420

新株予約権の行使期間
平成22年２月28日から

平成27年２月27日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　420

資本組入額　210

新株予約権の行使の条件 （注）３

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役

会の決議による承認を要するものとする。

代用払込みにする事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）１、２

（注）１．当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。）又は株式併合

を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。かかる調整は、本新株予約権のう

ち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる

１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

また、上記のほか、新株予約権の発行日後において、甲が資本の減少、会社分割又は合併等を行う場合には、甲

は必要と認める株式数の調整を行うことができる。　

２．新株予約権の行使に際して払込みをすべき金額（以下「払込金額」という）は、新株予約権発行日において

次により決定される1株当たりの払込金額（以下「行使価額」という）に新株予約権1個につき割当てられ

る株式数を乗じた金額とする。

行使価額は、新株予約権を発行する日の属する月の前月の各日（取引が成立しない日は除く。）のジャス

ダック証券取引所が公表する甲の普通株式の最終価格（以下「最終価格」という）の平均値に1.05を乗じた

金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、当該金額が新株予約権の発行日の最終価格（取引が成立し
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ない場合は、それに先立つ直近日の最終価格）を下回る場合は、かかる最終価格とする。

なお、新株予約権の発行後、甲が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算

式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率

また、本新株予約権の割当日の後に時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式を処分するとき（以下、併

せて「株式の交付」と総称する）は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上

げる。 

　 　 　 　
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額＝ 調整前行使価額×
新規発行前の１株当たりの時価

既発行株式数＋新規発行株式数

なお、上記株式数において「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数

を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、

「新規発行前」を「自己株式処分前」に、「１株当たり払込金額」を「１株当たり処分金額」に、それぞれ

読み替えるものとします。

また、新株予約権割当日後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他

これらに準じる場合であって、行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、行使価額は適切に調

整されるものとします。

３．新株予約権の行使の条件

(1)乙は、権利行使期間中は、以下の区分に従って、割り当てられた新株予約権の一部又は全部を行使すること

ができる。なお、権利行使が認められる新株予約権の個数は1個単位とする。

・平成22年2月28日（同日を含む）から平成23年2月28日（同日を含む）までは、割り当てられた新株予約

権の個数の3分の2について権利を行使することができる。

・平成23年3月1日（同日を含む）から平成27年2月27日（同日を含む）までは、割り当てられた新株予約権

の全てについて権利を行使することができる。

(2)新株予約権者は、新株予約権の行使に関し、本書の他の条項に定める事項に加え、次の各号の制約を受ける

ものとする。

①新株予約権者が権利行使開始日までに当社又は当社の関係会社（以下、「当社グループ」という）の取

締役又は従業員である場合に限り、権利行使開始日以降に新株予約権を行使することができる。

②新株予約権者が、当社グループの取締役又は従業員の地位を失った場合は、かかる地位の喪失時において

本第３項(1)の条件に従って権利行使が認められる個数についてのみ、権利行使期間においては、退職後3ヶ

月に限り権利を行使できるものとする。この場合、乙は次条の規定（退職後の取扱い(転居届等)）に従わな

ければならない。

（３）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。　

　

　

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成20年４月１日～

平成20年６月30日
1,536,000 35,990,500 203,193 7,887,771 203,193 3,097,010

　（注）新株予約権の行使による増加であります。

　

（５）【大株主の状況】

　当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりません。
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（６）【議決権の状況】

　当第1四半期連結会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（平成20年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしており

ます。

①【発行済株式】

　 平成20年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式        200 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 34,453,300 344,509 －

単元未満株式 普通株式      1,000 － －

発行済株式総数 34,454,500 － －

総株主の議決権 － 344,509 －

　（注）「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が2,400株含まれております。

なお、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数24個が含まれておりません。

②【自己株式等】

　 平成20年６月30日現在

所有者の氏名又は
名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

㈱ジャストシステ

ム

徳島県徳島市川内

町平石若松108番

地4

200 － 200 0.0

計 － 200 － 200 0.0

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成20年
４月

５月 ６月

最高（円） 345 308 290

最低（円） 245 246 242

　（注）　最高・最低株価はジャスダック証券取引所におけるものであります。
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３【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出後、当四半期報告書の提出日までの役員の異動は次のとおりであります。

　退任役員

役名　 職名　 氏名　 退任年月日

取締役 経営企画室長兼広報IR室長 鍋田　毅 平成20年７月11日

（注）平成20年７月14日付で執行役員に広報IR室統括兼経営企画室長代理　内藤興人が新任されております。
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平

成20年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、監査法人トーマツによる四半期レビューを受けておりま

す。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,580,188 4,694,507

受取手形及び売掛金 1,935,388 4,009,825

商品 135,607 137,173

製品 100,565 112,794

原材料 162,063 141,302

仕掛品 － 91

その他のたな卸資産 57,045 57,278

その他 594,507 729,746

貸倒引当金 △3,031 △5,251

流動資産合計 6,562,334 9,877,468

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※1
 4,530,762

※1
 4,591,020

土地 3,569,077 3,569,077

その他（純額） ※1
 279,585

※1
 316,985

有形固定資産合計 8,379,425 8,477,084

無形固定資産

のれん 305,522 360,597

ソフトウエア 828,907 681,401

ソフトウエア仮勘定 22,475 106,096

その他 234,558 224,107

無形固定資産合計 1,391,464 1,372,203

投資その他の資産

投資有価証券 653,298 658,960

その他 1,143,531 1,096,622

貸倒引当金 △15,381 △15,381

投資その他の資産合計 1,781,448 1,740,202

固定資産合計 11,552,338 11,589,490

資産合計 18,114,672 21,466,958
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 289,479 506,494

短期借入金 1,836,000 4,052,000

未払金 653,726 1,217,564

未払法人税等 33,503 76,039

賞与引当金 730,829 484,979

事業構造改善引当金 83,138 60,000

その他 805,525 827,178

流動負債合計 4,432,203 7,224,257

固定負債

長期借入金 2,428,000 1,757,000

繰延税金負債 143,650 140,692

退職給付引当金 654,674 638,700

その他 38,996 35,767

固定負債合計 3,265,321 2,572,160

負債合計 7,697,525 9,796,417

純資産の部

株主資本

資本金 7,887,771 7,684,578

資本剰余金 10,355,399 10,152,206

利益剰余金 △8,117,770 △6,431,234

自己株式 △516 △516

株主資本合計 10,124,883 11,405,033

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 8,686 11,372

為替換算調整勘定 226,701 185,895

評価・換算差額等合計 235,387 197,268

新株予約権 6,662 14,296

少数株主持分 50,213 53,942

純資産合計 10,417,147 11,670,541

負債純資産合計 18,114,672 21,466,958
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年６月30日)

売上高 2,465,993

売上原価 972,007

売上総利益 1,493,985

販売費及び一般管理費 ※1
 2,961,229

営業損失（△） △1,467,243

営業外収益

受取利息 2,078

受取配当金 702

為替差益 5,563

その他 8,490

営業外収益合計 16,834

営業外費用

支払利息 27,182

その他 3,121

営業外費用合計 30,304

経常損失（△） △1,480,713

特別利益

貸倒引当金戻入額 2,219

特別利益合計 2,219

特別損失

固定資産売却損 3,503

事業構造改善費用 31,108

事業構造改善引当金繰入額 86,838

特別損失合計 121,451

税金等調整前四半期純損失（△） △1,599,945

法人税、住民税及び事業税 9,470

法人税等調整額 5,044

法人税等合計 14,514

少数株主利益 1,005

四半期純損失（△） △1,615,465
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△） △1,599,945

減価償却費 260,333

受取利息及び受取配当金 △2,780

支払利息 27,182

事業構造改善引当金の増減額（△は減少） 26,838

売上債権の増減額（△は増加） 2,108,982

たな卸資産の増減額（△は増加） △6,639

仕入債務の増減額（△は減少） △218,441

未払金の増減額（△は減少） △492,212

その他 304,296

小計 407,613

利息及び配当金の受取額 3,177

利息の支払額 △30,811

法人税等の支払額 △42,241

営業活動によるキャッシュ・フロー 337,738

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △69,695

無形固定資産の取得による支出 △217,580

その他 △26,988

投資活動によるキャッシュ・フロー △314,264

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △2,370,000

長期借入れによる収入 1,000,000

長期借入金の返済による支出 △175,000

株式の発行による収入 398,476

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,146,524

現金及び現金同等物に係る換算差額 8,731

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,114,318

現金及び現金同等物の期首残高 4,632,165

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 3,517,847
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【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

　当社グループは前連結会計年度において、xfy事業の先行

投資等により３期連続の営業損失となり、その結果、前連

結会計年度の末日における連結貸借対照表の純資産の部

の金額が、平成19年３月期の末日における連結貸借対照

表の純資産の部の金額の75％を下回りました。

　これにより、シンジケートローン及びりそな銀行との借

入契約の財務制限条項に抵触する事実が発生し、継続企

業の前提に関する重要な疑義が存在しております。

　このような中、当社グループでは当該状況を解消すべ

く、既存事業の収益力の改善に努めるとともに、現在先行

投資中で損失の大きな理由になっておりますxfy事業に関

する損益の改善のため、以下の対策を講じております。　

（１）xfy事業に係る販売体制の抜本的な強化　

　本格的なXML製品の市場開拓に時間を要している現

状を踏まえ、「xfy」の顧客ニーズに対応し、「xfy」の

案件対応の早期化や見込み客の案件化を図る目的から

当社内でカスタマイズできるサービス体制確保のた

め、６月より順次「xfy」の開発人員の異動を進めてお

り、サービス売上高の確保と案件クローズ率の改善並

びに投資負担の軽減を図っております。

（２）xfy事業の既存顧客基盤への展開

　ConceptBaseについては、大規模なデータ検索対応と、

新たに開発したXML情報検索機能を有した「xfy」と

の親和性が高い「ConceptBase Enterprise

Search」を6月30日に出荷開始し、新規顧客の開拓や既

存顧客のバージョンアップを推進するとともに、「

xfy」と「ConceptBase Enterprise Search」を組み合わせ

た提案を展開してまいります。比較的販売が容易な当

社の既存顧客基盤を中心に、顧客獲得に努めてまいり

ます。

（３）xfy事業の海外展開方針の見直し

　海外事業の損益を改善するため、xfy事業の海外展開に

対する新規投資をとりやめて国内での販売に特化する

体制とし、海外で実績のあるXMetaL製品販売への集中

による海外営業体制の効率化及び高コストな営業拠点

の見直しを順次進めております。

　海外の営業拠点であるJustSystems EMEA Ltdおよび

JustSystems North America, Inc.につきましては、人員の

大幅な削減を進めるとともに、JustSystems Canada Inc.に

ついても下期以降営業損益が収支均衡になるためのリ

ストラクチャリングを進めております。
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当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

（４）売上計画の見直しおよび大幅なコスト削減策の実

行

　５月にプロジェクトを発足し、これまでのxfy事業や海

外子会社の業況を鑑みて売上計画を保守的に減額し、

あわせて当連結会計年度の経常利益確保に向けて大幅

な経費削減を中心とした施策を行うことといたしまし

た。また、同時に、役員報酬の減額についても決定いた

しました。これらのコスト削減施策を確実に実行する

ことで、当連結会計年度は通期の経常利益を確保し、今

後につきましても継続的に利益を確保できる体制を構

築することで、経営体力の強化に努めてまいります。

　一方、財務面におきましては資産の有効活用の一環とし

て保有有価証券の売却を進めるとともにコスト削減によ

る営業キャッシュ・フローの改善によって自己資金の確

保に努めてまいります。

　シンジケートローンによる借入契約（平成20年６月末

現在借入金額なし）及びりそな銀行からの借入契約（平

成20年６月末現在借入金額８億円）は、財務制限条項に

抵触している状況でありますが、シンジケートローンに

ついては期限の利益喪失の猶予を了承いただくため、幹

事行を始め主要金融機関と交渉し、借入契約の継続を早

期に実現するように進めております。一方のりそな銀行

の借入についても期限の利益喪失の猶予の交渉を進めて

おります。

　取引金融機関につきましては、主力金融機関において従

来の長期借入金およびシンジケートローンの借入枠に加

え、短期借入金の長期借入金への切り換えおよび当座貸

越枠の設定を５月に行いました。

　なお、平成19年12月に発行致しました第８回新株予約権

は、当第１四半期連結会計期間では384個（1,536,000株）

の権利行使が行われ、３億98百万円の払い込みがありま

した。７月以降につきましては株価が下限行使価格を下

回ったことにより行使がありませんが、株価が回復し行

使可能な状況になりましたら、引き続き行使を促進した

いと考えております。

　上記のような経営改善計画を確実に実行し業績を回復

することで、当該疑義の早期解消に努めてまいりたいと

考えております。

　四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成され

ており、このような重要な疑義の影響を四半期連結財務

諸表には反映しておりません。
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

１．会計処理基準に関する事

項の変更

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法の

変更

たな卸資産

　通常の販売目的で保有するたな卸資

産については、従来、主として総平均法

による原価法によっておりましたが、

当第１四半期連結会計期間より「棚卸

資産の評価に関する会計基準」（企業

会計基準第９号　平成18年７月５日）

が適用されたことに伴い、主として総

平均法による原価法（収益性の低下に

基づく簿価切下げの方法）により算定

しております。

　なお、これによる損益に与える影響は

ありません。

(2) 「連結財務諸表作成における在外子会

社の会計処理に関する当面の取扱い」

の適用

　当第１四半期連結会計期間より、「連

結財務諸表作成における在外子会社の

会計処理に関する当面の取扱い」（実

務対応報告第18号　平成18年５月17

日）を適用しております。

　これにより、利益剰余金期首残高が

71,071千円減少し、営業損失、経常損失

及び税金等調整前四半期純損失は、そ

れぞれ9,683千円増加しております。

　なお、セグメント情報に与える影響

は、当該箇所に記載しております。
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【簡便な会計処理】

　
当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

１．一般債権の貸倒見積高の

算定方法

　当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績

率が前連結会計年度末に算定したものと著

しい変更がないものと認められるため、前

連結会計年度末の貸倒実績率を使用して貸

倒見積高を算定しております。

２．棚卸資産の評価方法 　当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の

算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結

会計年度末の実地棚卸高を基礎として合理

的な方法により算定する方法によっており

ます。

３．固定資産の減価償却費の

算定方法

　定率法を採用している資産については、連

結会計年度に係る減価償却費の額を期間按

分して算定する方法によっております。

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

該当事項はありません。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、7,045,807千円であ

ります。　

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、6,954,409千円であ

ります。　

（四半期連結損益計算書関係）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。　

広告宣伝費　 268,519千円

従業員給料手当 828,596千円

賞与引当金繰入 125,385千円

退職給付費用 13,781千円

研究開発費 643,957千円

業務委託費 276,155千円

減価償却費 53,249千円

賃借料 145,762千円　

　２　当社グループの業績は季節的変動があり、売上高は第

４四半期に偏っているのに対し、費用面では金額の

大部分を占める人件費・減価償却費・業務委託費等

といった費用は、売上高の多寡にかかわらず毎月発

生する費用であるため、第１四半期連結会計期間の

売上高に対する費用負担が大きくなっております。

そのため、第１四半期連結会計期間の業績は赤字に

なる傾向があります。

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

　

現金及び預金 3,580,188千円

預入期間が３ヶ月を超える定

期預金

△62,341千円

現金及び現金同等物 3,517,847千円
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（株主資本等関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成20年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　

平成20年６月30日）

１．発行済株式の種類及び総数

　普通株式　　35,990,500株

２．自己株式の種類及び株式数

　普通株式　　280株

３．新株予約権等に関する事項

(1) 平成19年新株予約権

　新株予約権の目的となる株式の種類　　　　普通株式

　新株予約権の目的となる株式の数　　　　　1,240,000株

　新株予約権の四半期連結会計年度末残高　　6,386千円

(2) ストック・オプションとしての新株予約権

　新株予約権の四半期連結会計年度末残高　　276千円

４．配当に関する事項

該当事項はありません。　

５．株主資本の金額の著しい変動に関する事項

　平成19年12月に発行致しました第８回新株予約権について、当第１四半期連結会計期間では384個（1,536,000

株）の権利行使が行われたことにより、資本金及び資本準備金がそれぞれ203,193千円増加しております。
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）

　当社グループの事業区分はソフトウェア関連事業のみであるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略

しております。

　

【所在地別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）

 
日本
（千円）

北米
（千円）

欧州
（千円）

その他の
地域
（千円）

計
（千円）

消去又は
全社
（千円）

連結
（千円）

売上高        

(1）外部顧客に

　　対する売上高
2,320,025 145,968 － － 2,465,993 － 2,465,993

(2）セグメント間の

　　内部売上高又は振替高
－ 123,935 96,701 35,149 255,785 △255,785 －

計 2,320,025 269,903 96,701 35,149 2,721,779 △255,785 2,465,993

営業利益又は営業損失(△) △1,213,511 △193,681 2,783 △762 △1,405,170 △62,073 △1,467,243

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

北米・・・・・米国、カナダ 

欧州・・・・・英国 

その他・・・・中国 

３．会計処理方法の変更

　「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」１．(2)に記載のとおり、当第１四半

期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対

応報告第18号　平成18年５月17日）を適用しております。

　これにより、従来の方法によった場合に比べて、営業損失が北米で9,683千円増加しております。

【海外売上高】

当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）

　連結売上高に占める「海外売上高」の割合が10％未満のため、記載を省略しております。

　

（有価証券関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成20年６月30日）

　有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度末と比較して著しい変動はありません。

　

（デリバティブ取引関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成20年６月30日）

　該当事項はありません。

　

（ストック・オプション等関係）

当第１四半期連結会計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

　当第１四半期連結会計期間にて付与したストック・オプションはありません。
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

１株当たり純資産額 287.86円 １株当たり純資産額 336.75円

２．１株当たり四半期純損失金額等

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

１株当たり四半期純損失金額 △45.47円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、１株当たり四半期純損失を計上しているため記載を

省略しております。

　（注）　１株当たり四半期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

四半期純損失（千円） 1,615,465

普通株主に帰属しない金額（千円） －

普通株式に係る四半期純損失（千円） 1,615,465

期中平均株式数（株） 35,526,220

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要

－

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

（リース取引関係）

　所有権移転外ファイナンス・リース取引について、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて処理を行っております

が、当四半期連結会計期間におけるリース取引残高は前連結会計年度に比べて著しい変動が認められないため、記

載しておりません。

　

２【その他】

　　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成２０年８月８日

株式会社ジャストシステム

取締役会　御中

監査法人　ト　ー　マ　ツ

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 中野　眞一　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 松浦　利治　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ジャス

トシステムの平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日までの連結会計年度の第１四半期連結累計期間（平成２０年

４月１日から平成２０年６月３０日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益

計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任

は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ジャストシステム及び連結子会社の平成２０年６月３０日現在

の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示

していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

追記情報

　継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は前連結会計年度において、xfy事業の先行投資等により３期

連続の営業損失となり、その結果、シンジケートローン及びりそな銀行との借入契約の財務制限条項に抵触している状況に

あり、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在している。当該状況に対する経営計画等は当該注記に記載されている。四

半期連結財務諸表は、継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を四半期連結財務諸表には反映

していない。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　（注）　１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。 

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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